
入 札 公 告

一般競争入札について次のとおり公告する。

１ 掲 載 日 平成２４年１１月２７日（火）

２ 掲載責任者 支出負担行為担当官 沖縄総合事務局総務部長 福井 仁史

３ 担 当 部 局 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち２丁目１番１号

沖縄総合事務局 総務部会計課 支出負担行為第二係（７階）

ＴＥＬ：０９８－８６６－００３１（内線 ８１３４２）

ＦＡＸ：０９８－８６０－１０２５

４ 契約概要等

（１）件 名 平成２４年度事業計画管理地区調査（伊良部島営農状況調査）業務

【電子入札対象案件】

（２）履行期間 契約締結の日から平成２５年３月２２日まで

（３）業務内容 仕様書のとおり

５ 競争参加資格

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70 条の規定に該当しない者で

あること。ただし、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同

意を得ている者については、この限りでない。

（２）予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。

（３）平成２３・２４年度沖縄総合事務局における競争参加資格において、業務種別が「測量業

務」又は「建設コンサルタント等業務」に登録されている者であること。

（４）管理技術者は、技術士（総合技術監理部門、農業部門（農業土木又は農村地域計画））、シ

ビルコンサルティングマネージャー（農業土木部門）のいずれかの資格を有する者が最低１

名以上所属しており、業務の遂行に当たっては、いずれかの者を管理技術者として従事させ

ることができる者であること。なお、技術士（平成１３年度試験以降の合格者）は、実務経

験７年以上でなければならない。

（５）契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

（６）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者であるが、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加

資格の再認定を受けていること。

（７）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生



手続開始の申立てがなされている者（上記(６)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（８）「内閣及び内閣府所管に係る発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成２２年

３月３１日付け閣総会第１５６号内閣官房内閣総務官室会計担当内閣参事官及び府会第２

６６号内閣府大臣官房会計課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が

実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、内閣府発注工事等からの排

除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

（９）配布期限までに当局から仕様書等の必要書類の受領を済ませていること。

（10）その他、配布する仕様書等による条件を満たした者であること。

６ 入札説明書、仕様書及び入札心得書等の交付場所及び交付期間

（１）交付場所

沖縄県那覇市おもろまち２丁目１番１号

那覇第２地方合同庁舎２号館７階

沖縄総合事務局 総務部会計課 支出負担行為第二係

ＴＥＬ：０９８－８６６－００３１（内線 ８１３４２）

（２）交付期間

平成 24年 11 月 27 日（火）午前 9 時～平成 24年 12 月 7日(金)午後 5時

７ 入札手続

（１）参加資格確認申請書等の提出 平成２４年１２月１０日（月）午後５時まで。

（２）紙入札承諾願の提出 平成２４年１２月１０日（月）午後５時まで。

（３）入札書及び内訳書の受付 平成２４年１２月１３日（木）午前９時から

平成２４年１２月１４日（金）午後３時まで。

（４）開札の日時 平成２４年１２月１７日（月）午後２時

（５）開札の場所 沖縄総合事務局 ７階 入札室

８ 入札保証金及び契約保証金

免除

９ 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は、無効とする。

10 落札者の決定方法

予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をも

って入札した者を落札者とする。

11 その他

詳細は、入札公告掲示期間において配布する入札説明書等による。


